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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光デバイスと電子デバイスとを半導体基板に集積するための方法であって、
　活性半導体層を有する半導体基板を提供すること、
　前記半導体基板の電子デバイス部に対応する第１領域における活性半導体層に開口を形
成し、且つ前記第１領域の活性半導体層に開口を前記形成している間、前記半導体基板の
光デバイス部に対応する第２領域における前記活性半導体層を保護すること、
　前記半導体基板の前記電子デバイス部における前記活性半導体層の前記開口を充填物質
で充填すること、
　前記半導体基板の前記第２領域における前記活性半導体層の一部を露出し、且つ前記第
２領域における前記活性半導体層の露出の間、前記半導体基板の前記第１領域を保護する
こと、
　前記第２領域における前記露出された活性半導体層を覆う半導体層をエピタキシャル成
長させて、光デバイス領域に対応する半導体層を形成すること、
　前記半導体基板の前記電子デバイス部における前記活性半導体層上に電子デバイスのゲ
ート電極を形成すること、
　前記半導体基板の前記光デバイス部の前記エピタキシャル成長した半導体層に、光デバ
イスの１つ以上の特徴を形成する開口を形成すること、
　前記エピタキシャル成長させた半導体層を形成した後、前記半導体基板の前記電子デバ
イス部に電子デバイスのソース／ドレイン拡散を形成すること
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を備える方法。
【請求項２】
　前記活性半導体層と前記エピタキシャル成長した半導体層とは、導波管を形成するに十
分な組み合わされた合計の厚さを有する、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記エピタキシャル成長した半導体層の前記開口を形成することは、前記半導体基板の
前記光デバイス部の前記光デバイス領域に光導波管を形成する、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記半導体基板の前記光デバイス部は、光格子結合器、導波管、波長選択性フィルタ、
光変調器又は導波管格子アレイの一つ以上を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　光デバイスと電子デバイスとを半導体基板に集積するための方法であって、
　活性半導体層を有する半導体基板を提供すること、
　前記半導体基板の電子デバイス部に対応する第１領域における活性半導体層に開口を形
成し、且つ前記第１領域の活性半導体層に開口を前記形成している間、前記半導体基板の
光デバイス部に対応する第２領域における前記活性半導体層を保護すること、
　前記半導体基板の前記電子デバイス部における前記活性半導体層の前記開口を充填物質
で充填すること、
　前記半導体基板の前記電子デバイス部における前記活性半導体層に電子デバイスのゲー
ト電極を形成すること、
　前記半導体基板の前記第１及び第２領域を覆う第１絶縁層と第２絶縁層とを堆積するこ
と、
　前記第１絶縁層及び前記第２絶縁層の一部をエッチングして、前記半導体基板の前記第
２領域における前記活性半導体層の一部を露出し、且つ前記第２領域における前記活性半
導体層の前記露出の間、前記半導体基板の前記第１領域を保護すること、
　前記第２領域における前記露出された活性半導体層を覆う半導体層をエピタキシャル成
長させて、光デバイス領域に対応する半導体層を形成すること、
　前記第２絶縁層をパターニング及びエッチングして前記ゲート電極の側壁に側壁スペー
サを、前記ゲート電極と前記側壁スペーサとの間の前記第１絶縁層の一部とともに形成す
ること、
　前記半導体基板の前記光デバイス部の前記エピタキシャル成長した半導体層に、光デバ
イスの１つ以上の特徴を形成する開口を形成すること、
　前記エピタキシャル成長させた半導体層を形成した後、前記半導体基板の前記電子デバ
イス部に電子デバイスのソース／ドレイン拡散を形成すること
を備える方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は異なるデバイス・タイプを一つの集積回路に提供することに関し、より詳細に
は光デバイスを電子デバイスと共に一つの集積回路に集積することに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体処理及びリゾクラフィが改良され続けるに従い、トランジスタのスイッチング速
度も改良され続け、その結果高性能の回路機能がもたらされる。回路は他の回路へ自身の
出力を提供する。しばしば比較的長いバスがこれらの信号を搬送する。これらのバスは静
電容量と抵抗とを固有に有し、その結果ＲＣ遅延が、バスにより搬送される電気信号に存
在する。バスがより大きく作られて抵抗を低減するが、静電容量が増大する。また、多数
のバスが存在するので、バスの大きさの増大が集積回路の大きさの増大をもたらす。正味
の影響は、信号の搬送波にしばしば重大な速度制限がかかることである。トランジスタの
スイッチング速度を更に増大すると全体の動作速度が比較的小さく増大する。
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【０００３】
　１つの困難は集積回路で信号送信のために光相互接続の利益を得る実際の方法を発見す
ることであった。１つの大きな問題は、製造可能で且つトランジスタを製造する対価に見
合う方法で光信号をルーティングすることである。対価は２つに対して異なり且つ、１方
又は他方はわずかに機能的になるか又は非常に高価になる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、光デバイスを電子デバイスと共に一つの集積回路に集積することに関する改良
を提供する方法が求められている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一態様において、半導体基板に光デバイスと電子デバイスとを集積する方法は、活性半
導体層を有する半導体基板を提供すること、前記半導体基板の電子デバイス部に対応する
第１領域における活性半導体層に開口を形成し、且つ前記第１領域の活性半導体層に開口
を形成している間、前記半導体基板の光デバイス部に対応する第２領域における前記活性
半導体層を保護すること、前記半導体基板の電子デバイス部における前記活性半導体層の
開口を充填物質で充填すること、前記半導体基板の前記第２領域における前記活性半導体
層の一部を露出し、且つ前記第２領域における前記活性半導体層の露出の間、前記半導体
基板の前記第１領域を保護すること、前記第２領域における前記露出された活性半導体層
を覆う半導体層をエピタキシャル成長させて、光デバイス領域に対応する半導体層を形成
すること、前記半導体基板の前記電子デバイス部における前記活性半導体層上に電子デバ
イスのゲート電極を形成すること、前記半導体基板の前記光デバイス部の前記エピタキシ
ャル成長した半導体層に、光デバイスの１つ以上の特徴を形成する開口を形成すること、
前記エピタキシャル成長された半導体層を形成した後、前記半導体基板の前記電子デバイ
ス部に電子デバイスのソース／ドレイン拡散を形成することを備える。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００６】
　本発明は例示する方法で説明され、添付した図面によって制限されない。図面では、同
じ参照番号は同じ要素を示す。
　図面の要素は単純性及び明白性を目的として図示されており、縮尺どおりに描かれる必
要が無いことに当業者は気づくであろう。例えば、図面におけるいくつかの要素の大きさ
は他の要素に比べて相対的に誇張されて、本発明の実施形態の理解の向上に役立つ。
【０００７】
　一態様において、半導体デバイス構造は一つの集積回路に導波管とトランジスタとの両
者を有する。ＳＯＩに形成される高性能の電子及び光構造に対する開始物質の厚さの要求
は異なる。高性能電子機器と高性能光機器との両者が一つのウェーハ上に所望される場合
、エピタキシャルなシリコン成長が、集積回路の一部分又は両部分の厚さを最適化するた
めに必要とされる。活性半導体の厚さが７００オングストローム以下程度である高性能Ｓ
ＯＩと互換であるように選択される開始ＳＯＩ基板を利用して、トレンチ・アイソレーシ
ョンがトランジスタの電気的分離を形成するために利用される。一実施形態では、電子デ
バイスのトレンチ・アイソレーション終了後に、エピタキシャルなシリコン成長が、高性
能導波管を形成するためにより厚いシリコン層が望まれる回路の光領域で実行される。こ
のような実施形態には、高温を伴う導波管領域形成がほとんどのトランジスタを形成する
前に完了するという利益がある。
【０００８】
　他の実施形態では、電子デバイス形成の間ウェーハの平面性を保つために、エピタキシ
ャル形成がソース／ドレイン拡張形成の後に実行される。いずれの実施形態でも、除去可
能なシリコンが光領域の光デバイスを形成するために利用される。このようなデバイスは
、導波管、光格子結合器、光変調器、光波長選択ファイバ、又は導波管格子アレイ（ａｒ
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ｒａｙｅｄ　ｗａｖｅｇｕｉｄｅ　ｇｒａｔｉｎｇ）を含むが、これらには限定されない
。サリサイド・ブロックが、導波管の不要な領域へのサリサイド形成を防止するために光
デバイスの上方に利用される。
【０００９】
　図１に示されるものは、分離層１２と、分離層１２の上の半導体層１４と、半導体層１
４上のパッド酸化物層１６と、窒化物層１８とを備える半導体デバイス構造１０である。
半導体デバイス構造１０は光デバイス領域２０と電子デバイス領域２２とに分割される。
この例では、光デバイス領域２０は導波管を形成するためのものであり、電子デバイス領
域２２はトランジスタを形成するためのものである。電子デバイス領域２２は開口２４及
び開口２６を有する。開口２４及び２６は分離層１２まで伸びる。半導体層１４は好適に
は、約７００オングストロームの程度の厚さの単結晶シリコンである。一実施形態では、
分離層１２は比較的厚いシリコン基板（図示せず）上の約８０００オングストローム以上
程度の酸化物を含む。正確な厚さは特定の光デバイスの要求によって決定される。ここで
記載されたように、分離層１２と半導体層１４が一緒になったものは、分離（ＳＯＩ）ウ
ェーハ上の標準的な半導体に類似しているが、この場合、分離層１２が従来のＳＯＩウェ
ーハに対応する注入された酸化層よりも厚いという点が異なる。開口２４及び２６を形成
する間、光領域２０はマスク化されるので、光領域２０には開口が形成されない。開口２
４及び２６のような開口はしばしばトレンチと称される。パッド酸化物１６と窒化物１８
とはトレンチ形成の準備で利用される従来の層である。開口２４及び開口２６のライナー
２８，３０，３２及び３４の形成後、従来のトレンチ充填が、好適には領域３６及び３８
に示されるように高密度プラズマ（ＨＤＰ）酸化物で実行される。ＣＭＰが実行されて浅
トレンチ分離（ＳＴＩ：ｓｈａｌｌｏｗ　ｔｒｅｎｃｈ　ｉｓｏｌａｔｉｏｎ）処理モジ
ュールが完了する。
【００１０】
　図２に示されているものは、ウェーハ上でフォトリゾクラフィを利用して堆積され且つ
パターン化されたフォトレジストの層４０であり、このように光領域２０に開口４２を作
成する。フォトレジストは単一のスピンオン・レジスト又は反射防止膜とフォトレジスト
との積層を含む。
【００１１】
　図３に示されるように、パッド酸化物１６及び窒化物１８の一部が領域４２のエッチン
グ段階で除去されて、光デバイス領域２０に開口４４が形成される。フォトレジスト４０
は次に除去される。
【００１２】
　図４に示されるものは、開口４４に選択的にエピタキシャル成長するシリコンであって
、選択的成長窓として膜積層１８，１６を利用する。エピタキシャル成長によってシリコ
ン層を全体で約３０００オングストロームまで厚くすることが意図される。実際の最終的
なシリコン膜の厚さは光デバイスの特定のデバイスの要求によって決定される。結果的に
成長したシリコンは領域４６として描かれる。当業者には公知であるように、エピタキシ
ャル成長は、シリコン表面が清浄で成長前に元々酸化物が無いように注意深い事前処理を
必要とする。このような清掃は高温の水素燃焼で行われる。このような熱サイクルは、拡
散がトランジスタ工程（ｔｒａｎｓｉｓｔｅｒ　ｆｌｏｗ）で形成された後は望ましくな
く、従ってこの実施形態は標準的な電子機器工程の井戸形成の前にエピタキシャル工程を
好適に配置する。
【００１３】
　図５で示されるものは、パッド酸化物１６と窒化物１８の残留物とが領域２２のエッチ
ング段階で除去されたものである。窒化物のエッチングは電子機器領域２２の酸化物１６
と光領域２０のシリコンとでドライ・エッチング停止を好適に含む。
【００１４】
　図６に示されるものは、標準的な半導体処理が続いて、ゲート電極堆積まで電子機器領
域２２にデバイスを構築することである。説明の単純性を保つために、光領域２０から遮



(5) JP 5107049 B2 2012.12.26

10

20

30

40

50

蔽されるこの領域の井戸注入は図示されない。ゲート絶縁体４８は全構造に亘って成長又
は堆積されて、次にゲート物質５０がゲート絶縁体に堆積される。ゲート絶縁体４８は帯
又はパターン化された帯に従う第１の厚いゲート熱酸化物のいずれかによって形成され、
次に、特定の電子機器又は光デバイスの必要性に応じてゲート酸化の次の又は複数の繰り
返しが続けられる。
【００１５】
　図７で示されるものは、領域２２のゲート電極物質５０のパターニング及びエッチング
に続いて、ゲート電極５２を形成する構造である。ゲート電極物質が光領域２０の上から
完全に除去されることに留意されたい。
【００１６】
　図８で示されるものは、従来の手段を利用する電子機器領域にスペーサ形成（ｓｐａｃ
ｅｒ　ｆｏｒｍｕｌａｔｉｎ）介する半導体デバイス構造１０である。トランジスタは、
半導体層１４上のゲート絶縁体４８と、ゲート絶縁体上のエッチングされたゲート電極５
２とを備える。ソース／ドレイン拡張５４はイオン注入を経て形成される。スペーサ・ラ
イナー（ｓｐａｃｅｒ　ｌｉｎｅｒ）５６はあらゆる場所に堆積され、側壁スペーサ５８
はゲート５２の周りにスペーサ物質５８をエッチングすることにより形成されて、スペー
サ・ライナーで停止する。
【００１７】
　図９に示されるものは、光領域２０のエピタキシャル成長したシリコン４６にトレンチ
６０及び６２を形成した後の半導体デバイス構造１０である。標準的なフォトリゾクラフ
ィ技術を利用して、エピタキシャル・シリコン４６の領域が開放されて、ライナー５６と
シリコン層４６とが従来の時限シリコン・エッチング（ｔｉｍｅｄ　ｓｉｌｉｃｏｎ　ｅ
ｔｃｈ）を利用して次にエッチングされる。エッチングの深さは特定の光デバイスの要求
に従って選択されるが、この実施形態では約１５００オングストロームである。
【００１８】
　図１０に示されるものは、電子機器領域２２においてソース・ドレイン拡散６４及び６
６を形成し、光デバイス領域２０において光接触拡散６８及び７０とを形成し、次にアニ
ールした後の半導体デバイス構造１０である。このような特徴はイオン注入によって形成
され、好適な高速熱アニールを伴う任意の熱処理でアニールされる。
【００１９】
　図１１に示されるものは、サリサイド・ブロック層になることが意図される絶縁層７２
を堆積した後の半導体デバイス構造１０である。
　図１２に示されるものは、堆積された活性領域１４とゲート絶縁体領域５２との上のサ
リサイド・ブロック膜７２とスペーサ・ライナー酸化物５６を選択的に除去した後の半導
体デバイス構造１０である。添付した図面では、単純化するために膜の残留物７２は光デ
バイス領域２０全体に存在するように示されるが、接触拡散が上方のメタライゼーション
（ｍｅｔａｌｌｉｚａｔｉｏｎ：図１２には図示されない）に接続される光領域の一部で
除去される。
【００２０】
　図１３に示されるものは、サリサイド処理７４と次の中間絶縁堆積７６及び平坦化を形
成した後の半導体デバイス構造１０である。サリサイド処理は、好適にはＴｉＮキャップ
のＴｉを有するコバルト又はニッケルのような金属を堆積すること、金属と金属に接する
シリコン１４との間の反応を形成するアニールをすることと、反応しない金属を除去する
エッチングとによる標準的な手段で形成される。更に熱サイクルがこの処理で利用される
。膜７２はこのようなサリサイドを、そうでなければ受け入れることができない光損失を
含む光領域で形成することから特に保護する。中間層絶縁膜７６又は膜の積層は堆積され
、光デバイス部２０の光デバイス用に横と上方の被覆層を同時に形成する。この段階の次
に、コンタクトとメタライゼーションとが従来の電子技術の処理に従って形成される。
【００２１】
　図１４に示されるものは本発明の他の実施形態におけるデバイス１０であり、電子デバ
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イスのスペーサ堆積後までエピタキシャル成長が形成されない。この実施形態は、ゲート
電極がパターニングされる前に平坦な表面を有する高性能ＣＭＯＳの必要性に動機付けら
れ、従って、厳しい設計規則及び意欲的な限界寸法を達成する。前の実施形態では、大き
な排他的領域がチップの光及び電子部の間に必要とされたことに留意されたい。しかし本
実施形態では、大きな排他的領域は必要とされない。高性能電子機器を形成するための標
準的な電子技術処理がスペーサ堆積に続く。電子機器部２２は、図８で示されるスペーサ
・エッチングの直前のものに類似する。光部分は活性シリコンのままである。とりわけ、
ライナー絶縁５６は全構造を覆うように図示され、好適には窒化物であるスペーサ物質は
ライナー絶縁５６を覆うように図示される。
【００２２】
　図１５に示されているものは、開口がフォトリゾクラフィとエッチング技術とを利用し
てデバイスの光領域２０のライナー５６とスペーサ膜５７とがパターニングされているこ
とである。電子機器部２２の全体はフォトレジストによってこのエッチングから保護され
ている。層５６及び５７の除去に続いて、フォトレジストがあらゆる場所から除去され、
層５６と５７との残留物ハードマスクを形成して選択的にエピタキシャル成長をするため
に回路の光領域２０上の領域を形成する。近似的に２３００オングストロームのシリコン
が層５６及び５７の開口に成長して、領域８０のように全体で約３０００オングストロー
ムを形成する。シリコン８０の正確で最終的な厚さは光デバイスの特定のデバイスの要求
により決定される。
【００２３】
　図１６に示されるものは、スペーサ物質５７がエッチングされてデバイスの電子部に側
壁スペーサ５８を形成したものである。このエッチングはフォトレジスト・マスクを選択
的に利用して実行され、デバイスの光部分を保護する。次の処理は図９に示されるものに
続くが、ライナー膜５６がデバイスの光部分に存在せず、ライナーとスペーサ物質５６及
び５７との残留物が、エピタキシャル物質（実施形態１の４６及び実施形態２の８０）が
その内側で成長する窓の境界として存在する、という点が異なる。同様にして、残りの過
程が、図面の同じ修正を有して図１０～１３に続く。
【００２４】
　これまでの詳細で、本発明は特定の実施形態を参照して記載されてきた。しかし、様々
な修正及び変更が以下の請求項に説明される本発明の範囲から乖離せずに成され得ること
は、当業者には明らかであろう。例えば、集積化されたデバイスは任意の多数のアーキテ
クチャを有する。従って、詳細及び図面は制限という意味よりは説明として見なされるべ
きであり、このような修正の全ては本発明の範囲に入ることが意図される。
【００２５】
　利益、他の優位性及び問題の解法は特定の実施形態に関して上に記載されてきた。しか
し、利益、他の優位性、問題の解法及び利益、他の優位性又は問題の解法を生じさせる又
はより明白となる任意の要素は、任意又は全ての請求項の決定的に重大である、必要とさ
れる、又は本質的な特徴又は要素として構成されるべきではない。本明細書で利用される
ように、用語「備える」、「備えている」又はこれらの任意の他の活用形は、非排他的包
含を含むことが意図されており、要素のリストを備える工程、方法、物件、又は装置はこ
れらの要素を含むだけでなく、明白にリストアップされていない又はこのような工程、方
法、物件、又は装置に固有な他の要素を含んでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１実施形態の処理の段階に従う方法の理解に便利な半導体デバイス構
造の断面図。
【図２】図１の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図３】図２の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図４】図３の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図５】図４の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
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【図６】図５の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図７】図６の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図８】図７の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図９】図８の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図１０】図９の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図１１】図１０の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図１２】図１１の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図１３】図１２の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図１４】本発明の第２実施形態の処理の段階に従う方法の理解に便利な半導体デバイス
の断面図。
【図１５】図１４の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。
【図１６】図１５の処理の次の段階の半導体デバイス構造の断面図。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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